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 議案第２５号 

 

 

平成３０年度能美市一般会計予算 

 

 

平成３０年度能美市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２，６３０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

  （地方債） 

 第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表 地方債」による。 

 

  （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，０００，０００千円と定める。 

（能美市一般会計） 



  - 2 - 

 

  （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

     平成３０年２月２８日提出 

 

 

 

                                   能美市長 井 出 敏 朗 

 

 

（能美市一般会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 市 税 ７，８３１，０００

1 市 民 税 ３，３１８，７００

2 固定資産税 ３，４９１，５００

3 軽自動車税 １１８，５００

4 市たばこ税 ３０３，０００

5 入 湯 税 ７，５００

6 都市計画税 ５９１，８００

2 地方譲与税 ２００，０００

1 地方揮発油譲与税 ５５，０００

2 自動車重量譲与税 １４５，０００

3 利子割交付金 １０，０００

1 利子割交付金 １０，０００

4 配当割交付金 ２０，０００

1 配当割交付金 ２０，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 ６，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 ６，０００

6 地方消費税交付金 ９００，０００
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 地方消費税交付金 ９００，０００

7 ゴルフ場利用税交付金 ３４，０００

1 ゴルフ場利用税交付金 ３４，０００

8 自動車取得税交付金 ５０，０００

1 自動車取得税交付金 ５０，０００

9 地方特例交付金 ４０，０００

1 地方特例交付金 ４０，０００

10 地方交付税 ４，２００，０００

1 地方交付税 ４，２００，０００

11 交通安全対策特別交付金 ４，５００

1 交通安全対策特別交付金 ４，５００

12 分担金及び負担金 ４７５，０６４

1 分 担 金 ４，４１０

2 負 担 金 ４７０，６５４

13 使用料及び手数料 ２９２，４７１

1 使 用 料 ２０６，２８８

2 手 数 料 ８６，１８３

-  4  - (能美市一般会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

14 国庫支出金 ２，５５８，２０５

1 国庫負担金 １，５２４，６２２

2 国庫補助金 １，０２３，６４２

3 国庫委託金 ９，９４１

15 県 支 出 金 １，０３９，４４５

1 県 負 担 金 ６６７，１２０

2 県 補 助 金 ２６６，７２３

3 県 委 託 金 １０５，６０２

16 財 産 収 入 １９，９４２

1 財産運用収入 １７，９４１

2 財産売払収入 ２，００１

17 寄 附 金 ４９，１２５

1 寄 附 金 ４９，１２５

18 繰 入 金 １，６９６，３６４

1 基金繰入金 １，６９４，１４２

2 特別会計繰入金 ２，２２２

19 繰 越 金 ５０，０００
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 繰 越 金 ５０，０００

20 諸 収 入 ２７５，３８４

1 延滞金、加算金及び過料 ２

2 預 金 利 子 ４５０

3 貸付金元利収入 ６１，９３２

4 受託事業収入 １６，７９９

5 雑 入 １９６，２０１

21 市 債 ２，８７８，５００

1 市 債 ２，８７８，５００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２２，６３０，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 議 会 費 ２１７，１３４

1 議 会 費 ２１７，１３４

2 総 務 費 １，９７３，４０５

1 総務管理費 １，６１０，６５５

2 徴 税 費 ２４５，８４１

3 戸籍住民基本台帳費 ７７，４６７

4 選 挙 費 １２，７８５

5 統計調査費 ４，９５１

6 監査委員費 ２１，７０６

3 民 生 費 ８，１０５，１９０

1 社会福祉費 ３，２６４，５９３

2 児童福祉費 ４，５６７，１７２

3 生活保護費 ２７３，３８５

4 災害救助費 ４０

4 衛 生 費 ２，２０９，７８１

1 保健衛生費 ８５３，５５８

2 環境衛生費 ２９１，８１５

-  7  - (能美市一般会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

3 清 掃 費 １，０６４，４０８

5 労 働 費 ２１，０５６

1 労 働 諸 費 ２１，０５６

6 農林水産業費 ３６４，９２０

1 農 業 費 ３３１，８９８

2 林 業 費 ３２，５５５

3 水 産 業 費 ４６７

7 商 工 費 ４５７，５９９

1 商 工 費 ４５７，５９９

8 土 木 費 ２，６９２，６５３

1 土木管理費 １３３，７６１

2 道路橋りょう費 ８３０，０２５

3 河 川 費 ８，５１１

4 都市計画費 １，６４２，３３６

5 住 宅 費 ７８，０２０

9 消 防 費 ８８８，０４５

1 消 防 費 ８８８，０４５
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

10 教 育 費 ２，４８７，４８０

1 教育総務費 ３３４，３８６

2 小 学 校 費 ３４３，７９９

3 中 学 校 費 １５５，３１２

4 社会教育費 １，０６７，４１７

5 保健体育費 ５８６，５６６

11 災害復旧費 ２５０

1 災害復旧費 ２５０

12 公 債 費 ３，０５３，２８３

1 公 債 費 ３，０５３，２８３

13 諸 支 出 金 １３９，２０４

1 基 金 費 １３９，２０４

14 予 備 費 ２０，０００

1 予 備 費 ２０，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２２，６３０，０００
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事　　　　　項 期　間 限　度　額

固定資産税評価替支援業務
平成３１年度から
平成３２年度まで

7,496千円

博物館建設事業
平成３１年度から
平成３２年度まで

1,474,000千円

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

- 10 - （能美市一般会計）



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円

公共事業等 509,400

一般廃棄物処理事業 307,800

一般事業 33,600

地域活性化事業　 10,100

防災対策事業 19,500

合併特例事業 700,100

地方道路等整備事業 49,700

緊急防災・減災事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,400

公共施設等適正管理推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　402,900

臨時財政対策債 780,000

計 2,878,500

第 ３ 表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合に
は、その債権者と協定するものと
する。ただし、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期間を短縮
し、もしくは繰上償還又は低利債
に借換することができる。

- 11 - （能美市一般会計）
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 議案第２６号 

 

平成３０年度能美市国民健康保険特別会計予算 

 

 

平成３０年度能美市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，７１３，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００

千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

     平成３０年２月２８日提出 

 

                                    能美市長 井 出 敏 朗  

 

（能美市国民健康保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 国民健康保険税 ９６４，８００

1 国民健康保険税 ９６４，８００

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 県 支 出 金 ３，３９３，１６０

1 県負担金・補助金 ３，３９３，１６０

4 財 産 収 入 １，０３２

1 財産運用収入 １，０３２

5 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

6 繰 入 金 ３５２，４５９

1 一般会計繰入金 ３５２，４５９

7 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

8 諸 収 入 １，５１９

1 延滞金加算金及び過料 １，２２９

-  2  - (能美市国民健康保険特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

2 預 金 利 子 １０

3 雑 入 ２８０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，７１３，０００

-  3  - (能美市国民健康保険特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ７３，９１３

1 総務管理費 ６４，２８２

2 徴 収 費 ９，４１１

3 運営協議会費 ２２０

2 保険給付費 ３，３１５，５７８

1 療 養 諸 費 ２，８７７，７１１

2 高額療養費 ４２１，６００

3 移 送 費 ６０

4 出産育児諸費 １２，６０７

5 葬 祭 諸 費 ３，６００

3 国民健康保険事業費納付金 １，２５３，４０３

1 医療給付費分 ８７４，１０３

2 後期高齢者支援分 ２８５，９００

3 介護納付金分 ９３，４００

4 共同事業拠出金 １０

1 共同事業拠出金 １０

5 保健事業費 ５３，３７０

-  4  - (能美市国民健康保険特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保健事業費 ２１，２５１

2 特定健康診査等事業費 ３２，１１９

△ 疾病予防費 ０

6 基金積立金 １，０３２

1 基金積立金 １，０３２

7 公 債 費 ５００

1 公 債 費 ５００

8 諸 支 出 金 １４，１９４

1 償還金及び還付加算金 ４，３７２

2 繰 出 金 ９，８２２

9 予 備 費 １，０００

1 予 備 費 １，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，７１３，０００

-  5  - (能美市国民健康保険特別会計) 
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 議案第２７号 

 

平成３０年度能美市後期高齢者医療特別会計予算 

 

平成３０年度能美市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５４５，１００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３５，０００千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 

（１）後期高齢者医療広域連合納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用 

 

     平成３０年２月２８日提出 

 

                                     能美市長 井 出 敏 朗 

 

（能美市後期高齢者医療特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ４０８，６２０

1 後期高齢者医療保険料 ４０８，６２０

2 使用料及び手数料 ２０

1 手 数 料 ２０

3 国庫支出金 １，０８０

1 国庫補助金 １，０８０

4 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

5 繰 入 金 １３４，８６０

1 一般会計繰入金 １３４，８６０

6 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

7 諸 収 入 ５００

1 延滞金及び過料 ２０

2 償還金及び還付加算金 ４５０

3 雑 入 ３０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ５４５，１００

-  2  - (能美市後期高齢者医療特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 １１，３５６

1 総務管理費 ６６３

2 徴 収 費 １０，６９３

2 後期高齢者医療広域連合納付金 ５３３，２３４

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ５３３，２３４

3 諸 支 出 金 ４６０

1 償還金及び還付加算金 ４５０

2 繰 出 金 １０

4 予 備 費 ５０

1 予 備 費 ５０

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ５４５，１００

-  3  - (能美市後期高齢者医療特別会計) 
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 議案第２８号 

 

平成３０年度能美市介護保険特別会計予算 

 

平成３０年度能美市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，２００，３００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、  

３００，０００千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

     平成３０年２月２８日提出 

                          

                               能美市長 井 出 敏 朗 

（能美市介護保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 １，０１９，０８４

1 介護保険料 １，０１９，０８４

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ８７６，４２５

1 国庫負担金 ７０６，１６０

2 国庫補助金 １７０，２６５

4 支払基金交付金 １，０９０，３９９

1 支払基金交付金 １，０９０，３９９

5 県 支 出 金 ６０７，９８８

1 県 負 担 金 ５７８，９０９

2 県 補 助 金 ２９，０７９

6 財 産 収 入 １０

1 財産運用収入 １０

7 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

8 繰 入 金 ６０６，２４８

-  2  - (能美市介護保険特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 一般会計繰入金 ６０６，２４８

9 繰 越 金 ３０

1 繰 越 金 ３０

10 諸 収 入 ９６

1 延滞金、加算金及び過料 ３０

2 預 金 利 子 １０

3 受託事業収入 １０

4 雑 入 ４６

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，２００，３００

-  2  - (能美市介護保険特別会計) 

-  3  - (能美市介護保険特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ６４，４６５

1 総務管理費 ２９，７９７

2 徴 収 費 ４，７５６

3 介護認定審査会費 ２９，９１２

2 保険給付費 ３，９５４，０００

1 介護サービス等諸費 ３，６５５，２３５

2 介護予防サービス等諸費 ７９，１９４

3 その他諸費 ２，５００

4 高額介護サービス等費 ７７，３８２

5 高額医療合算介護サービス等費 １４，０７０

6 特定入所者介護サービス等費 １２５，６１９

3 財政安定化基金拠出金 １０

1 財政安定化基金拠出金 １０

4 地域支援事業費 １８０，７００

1 介護予防・生活支援サービス事 ８４，４８０

業費

2 包括的支援事業・任意事業 ９６，２２０

-  4  - (能美市介護保険特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

5 基金積立金 １０

1 基金積立金 １０

6 公 債 費 １００

1 公 債 費 １００

7 諸 支 出 金 ８１５

1 償還金及び還付加算金 ８１５

8 予 備 費 ２００

1 予 備 費 ２００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，２００，３００

-  4  - (能美市介護保険特別会計) 

-  5  - (能美市介護保険特別会計) 
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 議案第２９号 

 

平成３０年度能美市温泉事業特別会計予算 

 

 

平成３０年度能美市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，１００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００千円

と定める。 

 

     平成３０年２月２８日提出 

 

                                     能美市長 井 出 敏 朗 

（能美市温泉事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 使用料及び手数料 ８，３６９

1 使 用 料 ８，３６９

2 財 産 収 入 １４

1 財産運用収入 １４

3 繰 入 金 ５００

1 基金繰入金 ５００

4 繰 越 金 ２，２１７

1 繰 越 金 ２，２１７

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １１，１００

-  2  - (能美市温泉事業特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 温泉事業費 １１，０８６

1 温泉事業費 １１，０８６

2 諸 支 出 金 １４

1 基 金 費 １４

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １１，１００

-  3  - (能美市温泉事業特別会計) 



   - 1 - 

議案第３０号 

 

平成３０年度能美市農業集落排水事業特別会計予算 

 

 

平成３０年度能美市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３６，６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 

  （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４０，０００千円と定める。 

 

 

     平成３０年２月２８日提出 

 

                                   能美市長 井 出 敏 朗 

（能美市農業集落排水事業特別会計）

計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 ６０１

1 分 担 金 ６００

2 負 担 金 １

2 使用料及び手数料 ２８，０８８

1 使 用 料 ２８，０８７

2 手 数 料 １

3 県 支 出 金 ２４，４４０

1 県 補 助 金 ２４，４４０

4 財 産 収 入 ７１

1 財産運用収入 ７１

5 繰 入 金 ３６，１００

1 一般会計繰入金 ３４，０００

2 基金繰入金 ２，１００

6 繰 越 金 ４００

1 繰 越 金 ４００

7 市 債 ４６，９００

1 市 債 ４６，９００

-  2  - (能美市農業集落排水事業特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １３６，６００

-  3  - (能美市農業集落排水事業特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 ７６，１３９

1 事 業 費 ７６，１３９

2 公 債 費 ６０，３９０

1 公 債 費 ６０，３９０

3 諸 支 出 金 ７１

1 基 金 費 ７１

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １３６，６００

-  4  - (能美市農業集落排水事業特別会計) 



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円

農業集落排水事業債 24,900

下水道資本費平準化債 22,000

計 46,900

第　２　表　　　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その
融資条件により、銀行その
他の場合には、その債権者
と協定するものとする。た
だし、市財政の都合により
据置期間及び償還期間を短
縮し、もしくは繰上償還又
は低利債に借換することが
できる。

- 5 - （能美市農業集落排水事業特別会計）



　（総　則）

  （業務の予定量）
業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 　給水戸数 １９,２６７戸
(2) 　年間総配水量
(3) 　一日平均配水量 １８,９００㎥
(4) 　主要な建設改良工事

1 ．配水施設拡張事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6. 施設改良事業2 ．配水管改良事業

3 ．施設改良事業

  （収益的収入及び支出）
収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款
　　第１項
　　第２項

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項 ３５０千円特 別 損 失

水 道 事 業 費 用 ９５３,５００千円
営 業 費 用 ８４９,４４０千円
営 業 外 費 用 １０３,７１０千円

営 業 外 収 益 ３１４,８８０千円

　支　　　　　出

第３条

　収　　　　　入
水 道 事 業 収 益 １,１１７,９００千円

営 業 収 益 ８０３,０２０千円

議案第３１号

平 成 ３０ 年 度 能 美 市 水 道 事 業 会 計 予 算

第１条 平成３０年度能美市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条

６,９００,０００㎥

－ 1 － （能美市水道事業会計）



　（資本的収入及び支出）
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額
　３６３，５００千円は、過年度分損益勘定留保資金３１７，２７１千円、当年度分消費税資本的収支調整額
　４６，２２９千円で補填するものとする。）

　第１款
　　第１項
　　第２項 ７,６００千円
　　第３項

　第１款
　　第１項
　　第２項

　（企業債）
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

配水施設拡張事業 ８,５００千円

普通賃借又は証書借入

　借入時期は平成３０
年度とする。ただし、
工事の進捗状況等によ
り起債の全部又は一部
を翌年度に繰り越して
借り入れることができ
る。

年５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

　政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の場
合には、その債権者と協定する
ものとする。ただし、市財政の
都合により据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは繰上償還
又は低利債に借換することがで
きる。

配 水 管 改 良 事 業 １９０,５００千円

施 設 改 良 事 業 １１２,３００千円

企業債償還金 ３３２,６００千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

　支　　　　　出
資 本 的 支 出 ７００,８００千円

建 設 改 良 費 ３６８,２００千円

工 事 負 担 金
分 担 金 １８,４００千円

　収　　　　　入
資 本 的 収 入 ３３７,３００千円

企 業 債 ３１１,３００千円

－ 2 － （能美市水道事業会計）



　（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。
(1) 　第１款水道事業費用のうち第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた

　場合における項間の流用。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその
　経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
(1) 　職員給与費 ５７，０８７千円

　（たな卸資産の購入限度額）
第８条 たな卸資産の購入限度額は、１５，０００千円と定める。

　（他会計からの補助金）
第９条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１５０，０００千円と定める。

　（重要な資産の取得）
第１０条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

(1) 　取得する資産

１．配水施設拡張事業 φ100　　　 L=　100ｍ 　
２．配水管改良事業 φ50～300　 L=1,725ｍ 　
３．施設改良事業 一式

構築物 配水管

構築物 配水管

機械及び装置 配水施設

（ 事 業 名 ） （ 種 類 ） （ 名 称 ） （ 数 量 ）

－ 3 － （能美市水道事業会計）



(2) 　処分する資産

φ150　　　 L=125.9ｍ
φ100　　　 L= 24.7ｍ
 φ75　　　 L=179.6ｍ
 φ50　　　 L= 93.0ｍ

平成３０年２月２８日提出

　能美市長　井　出　敏　朗　　

構築物 配水管

構築物 配水管
構築物 配水管

（ 種 類 ） （ 名 称 ） （ 数 量 ）
構築物 配水管

－ 4 － （能美市水道事業会計）



－1－ 　(能美市工業用水道事業会計)

 （総　則）
第１条

 （業務の予定量）
第２条 　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水事業所数　 １１社

(2) 年間総給水量　 辰口寺井地区工業用水道 １４,５７６,１５０㎥
根上地区工業用水道 ３,９６８,４００㎥

(3) 一日平均給水量　 辰口寺井地区工業用水道 ３９,９３５㎥
根上地区工業用水道 １０,８７２㎥

(4) 主要な建設改良工事 辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業
根上地区工業用水道事業施設改良事業

 （収益的収入及び支出）
第３条 　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

辰口寺井地区工業用水道事業収益　　　　　　　　　　 ３５１,４００千円
２６５,３３０千円

８６,０７０千円

根上地区工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　 １１６,６００千円
１１６,５００千円

１００千円

辰口寺井地区工業用水道事業費用　　　　　　　　　　　 ３０７,１００千円
２７４,１５０千円

３２,９５０千円
第１項 営 業 費 用
第２項 営 業 外 費 用

第２項 営 業 外 収 益

 支　　　　出
第１款

第２款
第１項 営 業 収 益

第２項 営 業 外 収 益

議案第３２号

平成３０年度能美市工業用水道事業会計予算

  平成３０年度能美市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

 収　　　　入
第１款

第１項 営 業 収 益



－2－ 　(能美市工業用水道事業会計)

根上地区工業用水道事業費用　　　　　　　　　　 １１２,６００千円
９０,８４０千円
２１,７６０千円

 （資本的収入及び支出）
第４条

辰口寺井地区工業用水道事業資本的収入 １６,０００千円
１６,０００千円

辰口寺井地区工業用水道事業資本的支出　　　　　　　　　　　 ９４,８００千円
１６,０００千円
７８,８００千円

根上地区工業用水道事業資本的支出 ６３,６００千円
１,２５０千円

６２,３５０千円
第１項 建 設 改 良 費
第２項 企 業 債 償 還 金

第２款

 支　　　　出
第１款

第１項 建 設 改 良 費
第２項 企 業 債 償 還 金

第１項 企 業 債

　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。　（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額
１４２，４００千円は、過年度分損益勘定留保資金１３７，２２６千円、当年度分損益勘定留保資金３，８９６
千円及び当年度分消費税資本的収支調整額１，２７８千円で補填するものとする。）

 収　　　　入
第１款

第２款
第１項 営 業 費 用
第２項 営 業 外 費 用



－3－ 　(能美市工業用水道事業会計)

 （企業債）
第５条 　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

 （一時借入金）
第６条 　一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

 （予定支出の各項の経費の金額の流用）
第７条 　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第８条

(1) 職員給与費　　　　　 ２３,８９０千円

起債の方法 利 率

　第１款辰口寺井地区工業用水道事業費用及び第２款根上地区工業用水道事業費用のうち第１項営業費用、第２
項営業外費用に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用。

　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額
をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

償還の方法

辰口寺井地区工業用
水道事業施設改良事
業

１６，０００千円

普通賃借又は証書借入 年５．０％以内
　政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の場
合には、その債権者と協定する
ものとする。ただし、市財政の
都合により据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは繰上償還
又は低利債に借換することがで
きる。

　借入時期は平成３０年度
とする。ただし、工事の進
捗状況等により起債の全部
又は一部を翌年度に繰り越
して借り入れることができ
る。

（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

起 債 の 目 的 限 度 額



－4－ 　(能美市工業用水道事業会計)

 （他会計からの補助金）
第９条 　辰口寺井地区工業用水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４９，０００千円

と定める。

 （重要な資産の取得）
第１０条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 　取得する資産
1 .

　　　種　　類　　　　　　名　　称　　　　　　　　　数　　量　

2 .
　　　種　　類　　　　　　名　　称　　　　　　　　　数　　量　

平成３０年２月２８日提出

能美市長　井　出　敏　朗

根上地区工業用水道事業施設改良事業

 　 機械及び装置　　　　電気室空調更新　　　　　　　　一　式

辰口寺井地区工業用水道事業施設改良事業

 　 機械及び装置　　　　　計装盤更新　　　　　　　　　一　式



 （総　則）
平成３０年度能美市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

 （業務の予定量）
業務の予定量は、次のとおりとする。
接続戸数
年間総処理水量
一日平均処理水量
主要な建設改良事業
１. 施設の耐震対策事業
２. 管渠の建設及び舗装復旧事業
３. 流域下水道の建設に要する経費の負担

（収益的収入及び支出）
収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

平 成 ３０ 年 度 能 美 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算

１,６４０,４００千円
１,３１２,９００千円

３２７,０００千円

収　　　　入

支　　　　出

１,６５６,４００千円

営 業 外 収 益
７４２,０００千円
９１４,３９０千円

１０千円特 別 利 益

議案第３３号

特 別 損 失

１５,７８０戸
５,１０５,０００㎥

５００千円

下水道事業収益

下水道事業費用
営 業 費 用
営 業 外 費 用

１３,９００㎥

営 業 収 益

第１条

第２条

第３条

 (１)
 (２)
 (３)
 (４)

－ 1 － （能美市公共下水道事業会計）



（資本的収入及び支出）
　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額
４２６，６００千円は過年度分損益勘定留保資金４１６，７４４千円、消費税及び地方消費税資本的収支調
整額９，８５６千円で補填するものとする。)。

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項
　　第４項
　　第５項

　第１款
　　第１項
　　第２項

（企業債）
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

１５３,２００千円
１,３４７,３００千円

収　　　　入

支　　　　出
１,５００,５００千円

２,１６０千円

補 助 金
受益者負担金

流 域 下 水 道 事 業 債

公 共 下 水 道 事 業 債

資 本 費 平 準 化 債

公 共 下 水 道 事 業 債
（ 特 別 措 置 分 ）

資 本 的 支 出
建 設 改 良 費
企業債償還金

１０,１２１千円
８,０００千円

８９,０００千円

５０５,０００千円

起債の方法起債の目的

資 本 的 収 入
企 業 債
他会計負担金

工 事 負 担 金

１５,９００千円

 普通貸借又は証書
借入

　借入時期は平成
30年度とする。た
だし、工事の進捗
状況等により起債
の全部又は一部を
翌年度に繰り越し
て借り入れること
ができる。

９１,５００千円

１,０７３,９００千円
７０１,４００千円
３５２,２１９千円

第４条

第５条

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
には、その債権者と協
定するものとする。た
だし、市財政の都合に
より据置期間及び償還
期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債
に借換することができ
る。

　年５.０％以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合は、当該
見直し後の利率）

償還の方法限度額 利率

－ 2 － （能美市公共下水道事業会計）



（一時借入金）
一時借入金の限度額は、４００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

　第１款下水道事業費用のうち第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不足
を生じた場合における項間の流用。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ
の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

（重要な資産の取得）
重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　類 名　称

取得する資産 構築物 排水管

平成３０年２月２８日提出

能美市長　井　出　敏　朗

数　量

φ２００　Ｌ＝１１６．０ｍ (１)

第９条

第８条

 (１)

 (１) ２８,２９８千円

第６条

第７条

－ 3 － （能美市公共下水道事業会計）



 （総　則）
平成３０年度能美市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

 （業務の予定量）
業務の予定量は、次のとおりとする。
接続戸数
年間総処理水量
一日平均処理水量
主要な建設改良事業
１. 施設の耐震対策事業
２. 管渠の建設及び舗装復旧事業
３. 流域下水道の建設に要する経費の負担

（収益的収入及び支出）
収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項

平 成 ３０ 年 度 能 美 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算

１,６４０,４００千円
１,３１２,９００千円

３２７,０００千円

収　　　　入

支　　　　出

１,６５６,４００千円

営 業 外 収 益
７４２,０００千円
９１４,３９０千円

１０千円特 別 利 益

議案第３３号

特 別 損 失

１５,７８０戸
５,１０５,０００㎥

５００千円

下水道事業収益

下水道事業費用
営 業 費 用
営 業 外 費 用

１３,９００㎥

営 業 収 益

第１条

第２条

第３条

 (１)
 (２)
 (３)
 (４)

－ 1 － （能美市公共下水道事業会計）



（資本的収入及び支出）
　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額
４２６，６００千円は過年度分損益勘定留保資金４１６，７４４千円、消費税及び地方消費税資本的収支調
整額９，８５６千円で補填するものとする。)。

　第１款
　　第１項
　　第２項
　　第３項
　　第４項
　　第５項

　第１款
　　第１項
　　第２項

（企業債）
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

１５３,２００千円
１,３４７,３００千円

収　　　　入

支　　　　出
１,５００,５００千円

２,１６０千円

補 助 金
受益者負担金

流 域 下 水 道 事 業 債

公 共 下 水 道 事 業 債

資 本 費 平 準 化 債

公 共 下 水 道 事 業 債
（ 特 別 措 置 分 ）

資 本 的 支 出
建 設 改 良 費
企業債償還金

１０,１２１千円
８,０００千円

８９,０００千円

５０５,０００千円

起債の方法起債の目的

資 本 的 収 入
企 業 債
他会計負担金

工 事 負 担 金

１５,９００千円

 普通貸借又は証書
借入

　借入時期は平成
30年度とする。た
だし、工事の進捗
状況等により起債
の全部又は一部を
翌年度に繰り越し
て借り入れること
ができる。

９１,５００千円

１,０７３,９００千円
７０１,４００千円
３５２,２１９千円

第４条

第５条

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
には、その債権者と協
定するものとする。た
だし、市財政の都合に
より据置期間及び償還
期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債
に借換することができ
る。

　年５.０％以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる場合は、当該
見直し後の利率）

償還の方法限度額 利率

－ 2 － （能美市公共下水道事業会計）



（一時借入金）
一時借入金の限度額は、４００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

　第１款下水道事業費用のうち第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不足
を生じた場合における項間の流用。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ
の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

（重要な資産の取得）
重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　類 名　称

取得する資産 構築物 排水管

平成３０年２月２８日提出

能美市長　井　出　敏　朗

数　量

φ２００　Ｌ＝１１６．０ｍ (１)

第９条

第８条

 (１)

 (１) ２８,２９８千円

第６条

第７条

－ 3 － （能美市公共下水道事業会計）



 

 

議案第３４号 

 

平成３０年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成３０年度国民健康保険能美市立病院事業会計の予算は次に定めるところによる。 

  

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

(1)病     院      

 一般病床 ９５床、療養病床 ４０床（うち介護療養型医療施設 １２床) 

  入 院（年間） ３７，０００人   入 院（１日平均患者数） １０１人 

  外 来（年間） ６３，３６０人   外 来（１日平均患者数） ２３５人 

(2)介護老人保健施設      

 入所定員（短期入所を含む） ７４人  通所リハビリテーション定員 ２５人 

  入所者（年間） ２５，５５０人   入所者（１日平均利用者数） ７０人 

  通所者（年間） ５，１４０人   通所者（１日平均利用者数） ２０人 

 

 

 

 

 

 

- 1 - （能美市立病院事業会計）



 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

（収     入）  （支     出） 

第１款 病院事業収益 ２，１０４，４００千円  第１款 病院事業費用 ２，２９８，４００千円 

 第１項 医業収益 １，７６２，８６６千円   第１項 医業費用 ２，２７６，６３１千円 

 第２項 医業外収益 ３４１，５３２千円   第２項 医業外費用 ２１，４６８千円 

 第３項 特別利益 ２千円   第３項 特別損失 ２０１千円 

    第４項 予備費 １００千円 

第２款 介護老人保健施設事業収益 ４０７，３００千円  第２款 介護老人保健施設事業費用 ４３８，５００千円 

 第１項 営業収益 ４０１，７７３千円   第１項 営業費用 ４２７，２９３千円 

 第２項 営業外収益 ５，５２６千円   第２項 営業外費用 １１，２０６千円 

 第３項 特別利益 １千円   第３項 特別損失 １千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

（収     入）  （支     出） 

第１款 病院事業資本的収入 ３６１，７８３千円  第１款 病院事業資本的支出 ５０２，９３０千円 

第１項 企業債 １７３，８００千円  第１項 建設改良費 １７６，５９６千円 

 第２項 負担金 １８０，３８０千円  第２項 企業債償還金 ３２６，３３４千円 

 第３項 補助金 ７，６０２千円    

 第４項 寄附金 １千円  

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１４１，１４７千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんする。 

 

- 2 - （能美市立病院事業会計）



 

 

（収     入）  （支     出） 

第２款 介護老人保健施設事業資本的収入 １千円  第２款 介護老人保健施設事業資本的支出 ４７，８７０千円 

第１項 寄附金 １千円  第１項 建設改良費 １，４００千円 

   第２項 企業債償還金 ４６，４７０千円 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４７，８６９千円は当年度分損益勘定留保資金２６，７９８千円、繰越利益剰余金処分額 

２１，０７１千円で補てんする。 

  

（企業債）                                                     

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

（病院） 

施設整備事業 

医療機器整備事業 

 

７４，６００千円 

９９，２００千円 

 

普通貸借又は証券発行 

 

５．０％以内（ただし、

利率見直し方式で借りる

場合は、当該見直し後の

利率） 

 

政府資金については、その融資条件により、銀行その

他の場合は、その債権者と協定するものとする。ただ

し、その債権者と市財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換え

することができる。 

                 

（一時借入金）                                                 

第６条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）                             

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。                               

(1)病     院 職員給与費 １，３０６，３６６千円  交際費 ３３２千円 

(2)介護老人保健施設 職員給与費 ２８１，８２１千円  交際費 １４０千円 

 

（他会計からの補助金）                                            

第８条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりである。 

(1)病     院 ４４６，９２９千円  救急医療の確保に要する経費 ６３，２７５千円 

   医師等の研究研修に要する経費 ２，３５７千円 

   追加費用に要する経費 １３，３１９千円 

   児童手当に要する経費 ６，８５０千円 

   企業債償還利子に要する経費 ４，９３８千円 

   不採算地区病院の運営に要する経費 ２１，０３８千円 

   高度医療に要する経費 １１０，７７２千円 

   企業債償還元金に要する経費 １８０，３８０千円 

   経営安定に要する経費 ４４，０００千円 

 

（たな卸資産購入費の購入限度額）                                       

第９条 たな卸資産購入費の購入限度額は次のとおりと定める。 

(1)病     院 ２８４，６６９千円     

(2)介護老人保健施設 １５，３５３千円     
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（重要な資産の取得）                                          

第１０条 重要な資産の取得は次のとおりとする。 

種    類 名        称 数 量 備  考 

器械及び備品 会計表示システム等 １式 市立病院 

 全自動錠剤分包機 １式  

 画像管理システム １式  

 生化学自動分析装置 １式  

 

       平成３０年２月２８日 提出        

                                                                

                               能美市長 井 出 敏 朗 
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